
薩
摩
藩
の
封
建
支
配
と
真
宗
禁
制
政
策

｜
｜
疑
心
暗
鬼
の
社
会
の
醸
成
｜
｜

早．

野

フじ

貞

（
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
〉

は

じ

め

に

衆
知
の
如
く
、
薩
摩
藩
は
他
の
諸
藩
に
く
ら
べ
て
と
く
に
強
固
な
封
建
支
配
が
行
わ
れ
た
。
近
世
封
建
社
会
を
通
し
て
目
立
っ
た
一
授

が
一
件
も
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
も
、
そ
の
事
実
の
一
端
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
要
因
を
板
当
一
目
す
れ
ば
、
封
建
支
配
の
根

幹
た
る
民
衆
の
分
割
統
治
に
成
功
し
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
外
城
制
度
・
門
割
制
度
・
真
宗
禁
制
政
策
等
の
薩
摩
藩
独
自
の
制
度
と
政
策

を
も
っ
て
、
疑
心
暗
鬼
の
社
会
を
醸
成
し
て
、
民
衆
の
連
帯
を
撤
低
的
に
阻
止
し
た
点
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

小
論
で
は
と
く
に
日
本
仏
教
史
上
他
に
類
を
み
な
い
近
世
封
建
社
会
を
一
貫
し
た
薩
摩
藩
の
真
宗
禁
制
政
策
が
、
封
建
体
制
の
維
持
に

如
何
に
機
能
し
た
か
、
薩
州
内
場
仏
飯
講
の
動
向
を
検
証
し
つ
つ
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
れ
に
さ
き
だ
っ
て
、
薩
摩
藩
の
真
宗
禁
制
政
策

を
概
観
し
て
お
こ
う
。

護
摩
藩
の
封
建
支
配
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禁
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薩
摩
藩
の
封
建
支
配
と
真
宗
禁
制
政
策

薩
摩
地
方
に
真
宗
が
伝
幡
し
た
の
は
室
町
時
代
中
期
の
蓮
如
・
実
如
の
頃
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
真
宗
が
流
布
す
る
と
ま
も
な
く
為
政

者
の
聞
に
一
向
一
撰
を
畏
怖
し
て
真
宗
排
斥
の
気
運
が
生
じ
た
。
島
津
家
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
る
島
津
忠
良
ハ
明
応
元
・
一
四
九
二

l
永
禄

十
一
・
一
五
六
人
。
号
日
新
）
は
「
魔
の
し
よ
い
か
天
眼
お
が
み
法
華
し
う
一
向
し
う
に
す
き
の
こ
さ
し
き
」
と
詠
じ
、
キ
リ
ス
ト
教
・
日

①
 

蓮
宗
・
真
宗
に
対
し
て
嫌
悪
感
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
歌
を
『
日
新
菩
薩
記
』
（
慶
長
二
年
・
一
五
九
七
編
纂
〉
に
紹
介
し
た

曹
洞
宗
日
新
寺
八
世
泰
円
は
「
諸
所
に
一
向
宗
起
っ
て
、
父
母
を
軽
ん
じ
、
仏
神
に
疎
ず
る
者
、
人
間
の
作
法
に
あ
ら
ず
、
是
等
の
徒
党

成
敗
に
根
を
断
ち
葉
を
枯
さ
る
事
、
悪
逆
無
道
は
天
魔
の
所
行
、
天
下
国
家
を
乱
す
、
此
の
魔
賊
を
諒
滅
す
る
政
道
は
、
身
を
忠
孝
に
仇
吋

き
、
心
を
寺
社
に
繋
き
て
、
子
孫
長
久
の
隠
徳
を
積
む
人
道
ぞ
云
ん
こ
と
の
論
評
を
加
え
、

一
向
一
撲
と
い
う
事
態
を
想
起
し
て
真
宗
を

排
繋
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

事
実
、
島
津
領
内
に
お
い
て
も
一
向
一
挟
の
萌
芽
が
あ
っ
た
。
永
禄
五
年
〈
一
五
六
二
）
、
日
向
佐
土
原
の
伊
東
義
祐
と
日
向
真
幸
院

（
宮
崎
県
え
び
の
市
）
の
北
原
民
部
少
輔
の
争
い
で
、
北
原
民
部
少
輔
は
領
民
を
強
制
的
に
真
宗
に
改
宗
せ
し
め
て
、
そ
の
結
束
力
を
利
用

②
 

し
て
伊
東
義
祐
に
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
在
地
に
お
け
る
真
宗
の
展
開
は
三
州
統
一
を
急
務
と
す
る
島
津
氏

に
と
っ
て
充
分
に
危
機
を
感
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
島
津
義
久
の
老
中
上
井
覚
兼
の
日
記
、
天
正
十
コ
一
年
（
一

五
八
五
）
九
月
十
五
日
条
に
は
「
次
に
当
所
な
と
皆
々
一
向
宗
と
聞
得
候
。
然
者
此
前
よ
り
之
事
に
候
条
、
無
届
ニ
御
成
敗
は
い
か
か
に

候
、
先
々
彼
宗
旨
を
替
可
ν
申
之
由
、
開
被
仰
、
其
後
も
一
向
宗
に
候
い
ず
る
者
ハ
、
是
非
以
生
害
さ
せ
申
候
て
可
v
然
之
由
被
ニ
仰
出
一
候

也
」
と
あ
り
、
真
宗
信
者
を
摘
発
し
成
敗
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
宗
旨
替
を
命
じ
て
、
そ
の
後
も
な
お
真
宗
に
固
執
す
る
者
は
生
害
せ

し
め
る
と
い
う
厳
し
い
方
針
が
う
ち
だ
さ
れ
て
お
り
、
上
層
家
臣
団
の
中
で
真
宗
の
禁
圧
が
話
題
に
の
ぼ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ



う
に
し
て
真
宗
排
斥
の
気
運
は
い
よ
い
よ
高
ま
り
、
遂
に
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
、
島
津
義
弘
は
再
度
の
朝
鮮
出
兵
に
際
し
て
二
十
二
ケ
③
 

条
を
置
文
し
て
、
そ
の
最
後
の
条
で
ご
向
宗
之
事
、
先
祖
以
来
御
禁
止
之
儀
ニ
候
之
条
、
彼
宗
駄
に
な
り
候
者
は
曲
事
た
る
へ
き
事
」

と
し
て
真
宗
禁
止
令
を
発
布
し
た
。
こ
こ
に
真
宗
は
正
式
に
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、

し
ば
し
ば
禁
止
令
は
発
布
さ
れ
、
ま

た
宗
門
取
締
り
の
制
度
も
確
立
整
備
さ
れ
真
宗
禁
止
政
策
は
明
治
九
年
に
至
る
ま
で
一
貫
し
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
真
宗
信
者
の
処
分
の
実
態
が
具
体
的
に
明
ら
か
な
の
は
、
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
、
日
向
山
之
口
（
宮
崎
県
北
諸
県
郡
〉
の

④
 

郷
土
四
人
が
一
向
宗
の
科
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
持
高
没
収
の
う
え
、
移
百
性
（
所
替
）
の
処
分
を
受
け
た
の
を
初
見
と
す
る
。
そ
の
後
、

明
暦
元
年
（
一
六
五
五
）
、
宗
門
取
締
り
の
た
め
に
宗
門
座
が
創
設
さ
れ
て
本
格
的
に
信
者
の
摘
発
が
行
わ
れ
、
明
暦
・
万
治
・
寛
文
初
年

⑤
 

に
か
け
て
、
主
に
郷
土
層
の
信
者
が
持
高
没
収
・
名
跡
剥
奪
・
移
百
姓
の
処
分
を
受
け
て
い
る
。
「
一
向
宗
統
領
」
と
い
わ
れ
薩
摩
の
初

⑥
 

期
真
宗
の
展
開
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
宮
原
真
宅
が
謀
殺
さ
れ
、
は
じ
め
て
の
殉
教
者
が
み
ら
れ
る
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
時
期
は
「
明
暦
J
寛
文
の
こ
ろ
ま
で
外
城
の
分
合
・
新
設
を
完
了
し
て
家
臣
団
の
所
替
（
所
日
外
城
か
ら
別
の
所
に
移
住
さ
せ
る
〉
を
断

⑦
 

行
し
て
在
地
的
・
同
族
的
視
帯
を
断
ち
き
り
近
世
的
家
臣
団
を
編
成
し
た
」
と
い
わ
れ
る
時
で
あ
る
。
こ
の
頃
と
く
に
士
族
の
真
宗
信
者

が
摘
発
さ
れ
て
持
高
没
収
・
名
跡
剥
奪
・
移
百
姓
の
処
分
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
薩
摩
藩
の
兵
農
分
離
政
策
と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
と

③
 

お
も
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
江
戸
時
代
中
期
に
も
し
ば
し
ば
禁
教
令
が
発
布
さ
れ
、
取
締
り
の
制
度
も
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、
信
者
の
摘
発

⑨
 

と
弾
庄
は
後
期
の
そ
れ
と
比
べ
て
は
る
か
に
軽
い
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
幕
末
期
の
天
保
六
年
（
一
八
三
五
）
に
至
る
と
門
徒
の
取
締
り
が
大
規
模
に
行
わ
れ
て
本
尊
二
千
幅
・
門
徒
十
四
万
人
が
摘

⑮
 

発
さ
れ
て
弾
圧
も
苛
酷
を
極
め
た
。
門
徒
は
そ
の
情
況
を
「
南
国
諸
講
々
、
去
未
年
御
法
難
蜂
起
仕
、
国
中
不
ν
漏
根
葉
を
枯
、
厳
重
の
札

明
、
誠
に
以
前
代
未
聞
の
振
に
座
候
。
先
男
子
は
宗
門
塵
（
中
略
）
の
庭
に
木
馬
を
筋
り
、
割
木
の
上
に
座
し
め
、
膝
上
に
五
六
拾
斤
の

石
を
乗
、
或
は
隠
門
に
大
縄
を
挟
ま
せ
、
双
方
前
後
よ
り
挽
倒
し
、
棒
掲
い
た
し
、
町
責
に
逢
ひ
候
得
共
、
元
来
堅
固
の
族
は
不
惜
身
命

護
摩
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の
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禁
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覚
悟

生藍
こ⑪藩

等喜
々建
と支
本配

軍主
に墓
報詣
告政
し策
て
し、

る

四

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
弾
圧
の
直
接
の
原
因
を
、
本
願
寺
使
僧
妙
光
寺
等
は
「
此
節
は
先
例
有
ν
之
候
法
難
と
は
違
候
由
、
元
来
東
目
姻

草
講
井
浦
生
の
白
和
に
去
春
鰍
法
難
の
翻
、
御
改
革
上
納
帳
被
ニ
奪
取
一
、
猶
又
於
コ
諸
所
一
御
印
書
類
彼
方
よ
り
吟
味
住
候
よ
り
事
起
り
、

⑫
 

莫
大
に
国
財
他
国
へ
漏
候
に
付
、
自
然
と
国
中
及
ニ
困
窮
一
と
申
吟
味
根
跡
に
相
成
候
由
、
誠
に
以
苦
々
敷
存
申
候
事
」
と
本
願
寺
に
報
告

し
て
い
る
。
ま
た
門
徒
も
「
仕
置
当
職
家
老
津
所
庄
左
衛
門
（
調
所
笑
左
衛
門
〉
、
国
財
の
け
ん
せ
ん
事
を
嫌
、
中
村
新
助
と
申
候
役
人

を
同
行
と
な
し
、
長
々
京
地
に
置
、
御
献
上
の
金
子
高
井
に
人
名
一
・
一
に
し
ら
ベ
、
夫
よ
り
吟
味
に
相
成
先
年
の
大
変
に
及
候
間
云
吋
」

と
い
い
、
天
保
六
年
の
大
弾
圧
の
原
因
が
本
願
寺
の
財
政
改
革
と
薩
摩
藩
の
調
所
広
郷
に
よ
る
財
政
改
革
と
が
相
侠
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
幕
末
期
に
門
徒
を
弾
圧
し
た
の
は
、
門
徒
が
本
願
寺
に
上
納
す
る
金
品
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
経
済
的
理
由
も
あ
っ
た
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
門
徒
の
信
仰
組
織
で
あ
る
議
は
数
ケ
村
に
わ
た
り
連
絡
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
薩
摩
藩
の
支
配
組
織
で
あ

る
外
城
制
度
を
お
び
や
か
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
講
の
中
心
人
物
で
あ
る
講
頭
は
下
級
士
族
が
多
く
、
そ
の
よ
う
な
講
の
組

織
は
兵
・
農
が
連
帯
す
る
可
能
性
が
内
在
し
て
お
り
、
兵
農
分
離
が
不
完
全
で
あ
っ
た
薩
摩
藩
の
村
落
構
造
に
あ
っ
て
は
憂
慮
す
べ
き
も

の
で
あ
り
、

と
く
に
支
配
体
制
が
弛
緩
し
て
き
た
幕
末
期
に
は
一
層
の
危
機
を
感
じ
て
弾
圧
し
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
ま
た
思
想
史
的

に
は
排
仏
論
の
興
隆
も
念
頭
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
薩
摩
藩
の
真
宗
禁
制
政
策
は
、

一
向
一
撲
の
勃
発
を
危
倶
し
て
禁
止
さ
れ
、
ま
た
兵
農
分
離
政
策
の
一
翼
を
担
っ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
幕
末
期
に
は
経
済
的
理
由
や
、
講
の
組
織
が
支
配
組
織
を
お
び
や
か
す
も
の
と
し
て
弾
圧
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
真
宗
禁
制
政
策
は
門
徒
の
連
帯
を
畏
怖
し
て
近
世
封
建
社
会
を
一
貫
し
て
断
行
さ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
事
実
、
薩
摩

門
徒
は
禁
制
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
講
を
結
成
し
て
本
願
寺
と
連
絡
を
密
に
し
信
仰
を
保
持
し
つ
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
瞥

見
す
る
と
き
門
徒
が
強
聞
な
連
帯
を
遂
げ
た
形
態
と
も
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。



し
か
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
為
政
者
の
危
供
と
は
別
に
真
宗
禁
制
政
策
は
封
建
支
配
に
き
わ
め
て
有
効
に
機
能
し
た
の
で
あ
っ
た
。
す

な
わ
ち
真
宗
信
仰
が
非
合
法
で
あ
っ
た
が
放
に
信
者
の
聞
で
種
々
の
問
題
を
め
ぐ
り
互
い
に
猪
疑
心
が
生
じ
て
く
る
。

初
期
に
お
い
て
は
、
慶
長
十
一
年
三
六
O
六
）
、
島
津
氏
の
重
巨
大
口
外
城
主
新
納
武
蔵
守
の
家
臣
五
十
人
は
三
カ
条
の
起
請
文
を
提

出
し
て
い
る
が
、
そ
の
初
条
に
「
今
度
一
向
宗
就
ニ
御
糾
明
一
、
互
心
底
不
ν
存
候
。
我
々
事
は
彼
宗
に
不
ユ
罷
成
一
候
。
勿
論
向
後
別
心
有

⑬
 

間
敷
事
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
「
互
心
底
不
存
候
」
と
み
ら
れ
る
が
如
く
、
士
族
の
聞
に
真
宗
信
仰
の
有
無
を
め
ぐ
っ
て
互
い
に
猪
疑
心
が

生
じ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
真
宗
信
仰
有
無
の
糾
明
は
家
巨
団
の
分
離
に
有
用
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
前
述
の
如
く
幕
末
期
に
至
り
弾
圧
が
厳
し
く
な
る
と
門
徒
は
互
い
に
懐
疑
的
に
な
っ
て
く
る
。
と
く
に
文
政
年
間
三
八
一

八
i
）
以
降
、
本
願
寺
使
僧
が
法
義
引
立
と
本
願
寺
財
政
改
革
の
た
め
の
募
財
を
目
的
と
し
て
入
薩
す
る
と
、
上
納
金
や
手
次
権
を
め
ぐ

り
、
本
願
寺
使
僧
・
手
次
寺
・
講
員
の
聞
に
内
－
証
が
惹
起
し
連
帯
は
阻
害
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
比
較
的
史
料
が
残
存
し
て
い
る

薩
州
内
場
仏
飯
講
の
動
向
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

薩
州
内
場
仏
飯
講
（
以
下
仏
飯
講
と
略
す
〉
は
現
在
で
も
本
願
寺
直
属
の
講
と
し
て
活
動
し
て
お
り
、
「
本
願
寺
講
社
台
帳
」
に
は
次
の

よ
う
に
現
況
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

薩
州
内
場
仏
飯
講
一
番
組

所
在
地
日
宮
崎
県
小
林
市
直
方
新
田
島

設
立
認
可
日
文
政
元
年
七
月
十
九
日

法
物
日
御
本
尊
、
本
如
・
広
如
両
上
人
御
影
、
祖
師
・
蓮
師
連
座
御
影

薩
摩
藩
の
封
建
支
配
と
真
宗
禁
制
政
策

五



薩
摩
藩
の
封
建
支
配
と
真
宗
禁
制
政
策

一」ノ、

議
員
居
住
範
囲
い
小
林
市
、
同
直
方
、
同
提
、
西
諸
県
郡
高
原
町
、
西
麓
横
折
、
高
原
町
後
川
内
、
北
諸
県
郡
高
崎
町
大
牟
田
、
岡
山

田
町
中
霧
島

講
員
数
日
一
六

O
O人

沿
草
川
天
明
元
年
頃
仏
飯
講
の
講
名
を
賜
り
、
寛
政
十
年
一
・
二
・
三
番
組
の
ひ
と
つ
と
な
り
現
在
に
至
る

常
例
の
行
事
日
毎
月
二
十
日
永
代
経
上
納
金
集
め
、
三
月
二
十
七
日
彼
岸
会
、
七
月
二
十
三
日
色
干
（
虫
供
養
）
、
十
一
月
三
十
日
報

恩
講
（
各
寺
を
巡
回
参
拝
す
る
）

薩
州
内
場
仏
飯
講
二
番
組

所
在
地
日
宮
崎
県
北
諸
県
郡
三
一
股
村

設
立
認
可
日
永
正
十
年
十
月
十
八
日

法
物
日
御
真
筆
六
字
名
号
、
親
驚
・
蓮
如
連
座
像
、
文
如
・
本
如
様
各
御
影

議
員
居
住
範
囲
日
鹿
児
島
県
肝
属
郡
・
姶
良
郡
・
噸
朕
郡
以
上
の
一
部
、
宮
崎
県
北
諸
県
郡
・
西
諸
県
郡
の
一
部

議
員
数
日
五

O
O人

沿
革
u

本
講
は
明
和
三
年
頃
に
始
ま
り
、
寛
政
五
年
五
月
上
旬
上
京
し
講
名
を
賜
り
祖
師
・
蓮
師
の
御
影
を
下
付
さ
れ
る
。
尚
大
幅
の

名
号
一
幅
を
下
付
さ
れ
た
り

常
例
の
行
事
口
正
月
・
報
思
議
・
春
秋
彼
岸
会
を
在
家
で
勤
め
る
。
法
物
は
三
年
毎
に
預
る
。

薩
州
内
場
仏
飯
講
三
番
組

所
在
地
口
明
瞭
郡
財
部
町
南
俣

設
立
認
可
日
天
明
元
年
五
月
二
十
四
日



法
物
日
本
如
・
文
如
御
影
、
祖
師
・
蓮
師
連
座
御
影

御
消
息
日
安
政
七
年
四
月
一
一
一
日
下
付

議
員
居
住
範
囲
一
鹿
児
島
肝
属
郡
・
姶
良
郡
・
幡
映
郡

講
員
数
日
一
三

O
O人

沿
革
日
明
和
三
年
よ
り
始
ま
り
現
在
に
至
る

常
例
の
行
事
日
報
思
議
、
春
秋
彼
岸
会

右
の
如
く
仏
飯
講
は
講
員
三
四

O
O人
、
そ
の
範
囲
は
二
県
一
市
五
郡
に
わ
た
り
、
一
二
組
に
分
れ
て
宗
教
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

⑮
 

と
こ
ろ
で
『
仏
教
飯
講
系
図
』
は
そ
の
来
歴
を
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
明
和
一
二
年
（
一
七
六
六
）
頃
か
ら
日
向

諸
県
郡
勝
岡
郷
萎
池
の
藤
左
衛
門
を
中
心
に
信
者
が
結
集
し
、
安
永
二
年
（
一
七
七
一
二
〉
に
仏
飯
講
を
結
成
し
た
。
そ
の
後
、
寛
政
五
年

（
一
七
主
一
一
）
に
は
本
願
寺
か
ら
親
驚
・
蓮
如
連
座
御
影
、
本
如
筆
六
字
名
号
を
下
付
さ
れ
た
。
そ
し
て
寛
政
十
年
に
は
一
・
二
・
三
番
組

に
分
か
れ
、
各
組
に
二
名
の
惣
代
が
お
か
れ
た
。
文
化
三
年
（
一
八
O
六
）
に
は
一
番
組
強
代
高
原
邑
の
四
元
次
郎
右
衛
門
が
上
山
し
御

裁
断
御
書
を
受
け
、
同
十
二
年
に
本
如
御
影
を
下
付
さ
れ
た
。
天
保
六
年
三
八
三
五
）
は
前
述
の
如
く
、
麗
摩
藩
全
土
に
わ
た
り
信
者

の
取
締
り
が
断
行
さ
れ
た
時
で
あ
り
、
仏
飯
講
も
そ
の
例
外
で
は
な
く
三
人
の
惣
代
が
次
の
如
き
法
難
に
あ
っ
た
。

二
番
組
惣
代
桑
畑
熊
次
郎
（
藤
岡
新
馬
場
）
！
都
城
会
所
－
一
被
引
出
、
無
言
訳
切
復
シ
テ
死
ス

三
番
組
惣
代
山
崎
七
左
衛
門
（
財
部
末
吉
深
川
村
柳
谷
）

l
宗
門
改
役
中
村
新
尉
殿
歳
計
ニ
値
ヒ
一
通
リ
申
伸
置
、
終
ニ
同
七
年
申
三
月

相
果
候
、
御
年
六
十
三
才
病
死

三
番
組
惣
代
徳
峯
直
右
衛
門
（
財
部
末
吉
村
深
川
新
原
）

l
我
家
ヲ
外
シ
欠
落
居
候
得
共
、
同
十
二
年
ノ
四
月
被
召
捕
、
都
城
会
所
－
一
於

テ
致
切
復
相
果
候

薩
摩
藩
の
封
建
支
配
と
真
宗
禁
制
政
策
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薩
摩
藩
の
封
建
支
配
と
真
宗
禁
制
政
策

/¥ 

な
お
、
こ
の
他
に
も
数
名
の
殉
教
者
が
い
た
よ
う
で
あ
り
、
本
願
寺
は
嘉
永
三
年
三
八
五
O
〉
三
月
に

薩
州
仏
飯
講
同
行
九
人

御
板
形
法
名

右
は
至
て
強
信
の
者
に
候
処
、

一
昨
夏
以
来
、
法
難
の
閥
、
国
法
よ
り
厳
敷
拷
問
有
v
之
候
得
共
、
白
状
不
v
致
、
終
に
其
節
致
ニ
命
終
一

候
段
、
奇
特
の
至
に
付
、
思
召
を
以
被
ν
下
ν
之
候
（
薩
摩
国
諸
記
〉

と
、
「
御
板
形
法
名
」
を
下
付
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
信
者
の
取
締
り
は
弘
化
元
年
ハ
一
八
四
四
）
に
至
る
九
年
間
断
続
し
「
仏
法
も
絶
々
」
に
な
っ
た
が
、
よ
う
や
く
嘉
永
三

年
の
頃
平
静
を
と
り
も
ど
し
た
。
し
か
し
安
政
四
年
三
八
五
七
）
再
び
取
締
り
が
開
始
さ
れ
一
番
組
惣
代
四
元
長
八
・
同
広
木
清
右
衛

門
の
二
人
が
「
宗
門
改
役
川
口
市
左
衛
門
厳
敷
歳
計
ニ
付
、
驚
キ
無
ユ
詮
方
一
ト
格
護
相
極
メ
、
御
真
影
様
身
代
リ
ト
思
ヒ
、
同
六
年
未
四

月
切
復
シ
テ
死
ス
、
清
右
衛
門
事
ハ
被
v
揚
、
鹿
児
島
会
所
へ
被
引
出
三
年
ノ
苦
ミ
」
と
の
法
難
に
あ
い
、
ま
た
二
番
組
惣
代
筆
成
十
右

衛
門
・
原
口
嘉
市
も
「
御
絵
伝
様
御
友
シ
テ
我
家
ヲ
ハ
ズ
シ
、
訣
肥
領
辺
逃
去
リ
居
候
得
共
、
同
ク
五
年
九
月
被
ニ
召
捕
一
、
鹿
府
会
所
エ

被
引
出
、
永
ノ
苦
ミ
、
十
右
衛
門
事
ハ
相
果
テ
、
嘉
市
事
罷
帰
候
」
と
の
弾
圧
に
遭
遇
し
た
。
ま
た
こ
の
時
、
仏
飯
講
の
親
驚
・
蓮
如
連

座
御
影
、
本
如
筆
六
字
名
号
等
の
法
物
は
野
尻
甘
柏
山
の
建
札
十
次
郎
宅
に
隠
匿
し
た
が
安
政
六
年
に
露
顕
し
没
収
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
札
明
は
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
〉
ま
で
継
続
し
て
行
わ
れ
た
と
い
う
。

か
く
し
て
、
仏
飯
講
は
再
々
の
摘
発
を
受
け
、
数
名
の
犠
牲
者
を
出
し
、
法
物
等
を
没
収
さ
れ
な
が
ら
も
本
願
寺
と
連
絡
を
と
り
執
勘

に
組
織
を
維
持
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
真
宗
信
仰
を
中
心
と
し
た
紐
帯
の
強
靭
さ
を
示
す
も
の
と
も
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。



し
か
し
な
が
ら
外
面
強
固
な
連
帯
を
逐
げ
た
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
薩
摩
の
諸
講
に
も
種
々
の
内
註
が
あ
っ
た
。
仏
飯
講
の
場
合
も
本

願
寺
の
使
僧
重
誓
寺
（
明
勝
寺
探
玄
）
の
言
行
を
め
ぐ
り
講
内
に
軌
離
が
生
じ
、
ま
た
重
誓
寺
と
直
純
寺
〈
宮
崎
市
柏
田
〉
と
は
仏
飯
講
の

手
次
権
を
め
ぐ
り
対
立
し
、
仏
飯
講
は
分
裂
し
、
直
純
寺
は
東
派
へ
の
転
派
を
画
策
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
聞
の
事
情
は
複

雑
で
あ
る
が
慎
末
を
概
観
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

嘉
永
四
年
三
八
五
一
）
、
仏
飯
講
惣
代
久
太
郎
、
金
助
・
徳
次
の
三
人
は
上
山
し
て
本
願
寺
使
僧
重
誓
寺
の
言
動
を
「
元
来
、
御
畑
草

講
・
焼
香
講
・
仏
飯
講
等
、
信
明
院
様
御
書
御
染
筆
被
ニ
成
下
一
、
右
三
講
一
和
仕
、
御
法
義
相
続
仕
来
申
候
処
、
重
誓
寺
依
惜
の
取
計

有
v
之
講
内
機
辺
損
、
相
互
に
争
、

一
和
不
ν
仕
、
終
に
法
難
の
基
に
も
可
ニ
相
成
－
と
歎
ケ
敷
奉
v
存
候
問
、
不
ν
得
ν
止
事
泰
一
一
申
上
一
候
旨

申
居
候
、
然
処
余
国
と
も
違
、
国
政
厳
密
の
所
に
御
座
候
へ
は
、
難
ニ
捨
置
一
御
用
状
を
以
、
早
々
被
召
登
候
て
は
如
何
御
座
候
哉
、
此
段

⑮
 

奉
伺
」
と
言
上
し
た
。
御
姻
草
講
・
焼
香
講
・
仏
飯
講
は
互
い
に
緊
密
な
連
絡
が
保
た
れ
て
き
た
が
重
誓
寺
の
「
依
枯
」
に
よ
っ
て
亀
裂

が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
重
誓
寺
の
依
悩
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
重
誓
寺
の
言
行
に
よ
っ
て
三
講
は
不

和
と
な
り
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
法
難
の
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
重
誓
寺
を
召
還
す
る
よ
う
に
歎
願
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
重
誓
寺
は

「
内
場
仏
飯
講
・
内
場
畑
草
議
、
右
両
講
の
所
講
三
つ
四
つ
に
相
分
、
互
に
相
論
止
時
な
く
、
依
て
和
談
の
取
計
致
呉
候
様
、
度
々
歎
願

等
差
出
候
、
右
議
内
は
法
談
杯
致
者
数
多
有
v
之
故
、
互
に
嫉
妬
心
狭
、
夫
故
の
事
ニ
候
へ
は
、
御
殿
へ
向
如
何
様
に
申
立
事
難
ν
計
候
へ

⑫
 

は
、
為
ニ
御
心
得
一
奉
ユ
申
上
一
候
」
と
い
い
、
三
議
分
裂
の
原
因
は
講
員
の
「
嫉
妬
心
狭
」
き
と
こ
ろ
に
あ
る
と
本
願
寺
に
上
申
す
る
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
仏
飯
講
の
手
次
寺
で
あ
っ
た
直
純
寺
と
使
僧
重
誓
寺
は
手
次
権
と
本
願
寺
へ
の
上
納
金
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
た
。
安
政
三
年
（
一

薩
摩
藩
の
封
建
支
配
と
真
宗
禁
制
政
策
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薩
摩
藩
の
封
建
支
配
と
真
宗
禁
制
政
策

。

（
箱
脱
力
〉

八
五
六
）
、
重
誓
寺
は
直
純
寺
の
行
状
を
「
日
向
直
純
寺
江
御
下
文
御
附
早
々
差
送
置
候
得
共
、
乍
ν
致
ニ
承
知
一
偽
御
使
杯
申
立
、
且
御
皆

〈道）

済
ノ
名
目
ヲ
難
シ
、
種
々
相
妨
言
語
同
断
ノ
儀
ニ
候
。
寛
畢
同
寺
事
従
来
ノ
不
行
状
一
一
付
、
寺
内
必
至
ノ
困
窮
ニ
テ
、
内
場
三
講
江
時
々

⑮
 

無
心
申
越
、
昨
冬
モ
御
堂
修
覆
申
立
、
金
品
川
両
ッ
、
無
心
申
越
、
夫
ユ
相
障
候
故
カ
ト
被
ニ
相
考
一
候
」
と
厳
し
く
批
判
し
本
願
寺
に
報
告

す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
直
純
寺
も
重
誓
寺
の
素
行
を

一
重
誓
寺
殿
御
巡
在
御
立
ノ
節
、
酒
焼
酎
等
過
分
一
一
呑
、
濃
ニ
丸
裸
ニ
相
成
、
踊
リ
廻
リ
候
様
ノ
振
舞
、
毎
々
有
ν
之
候

一
同
寺
儀
、
山
ニ
入
獅
子
狩
被
ν
致
、
終
ニ
獅
子
ヲ
打
留
、
巡
在
先
へ
持
被
ν
巡
候

一
同
寺
事
、
七
昼
夜
御
講
座
ノ
節
、
狼
ニ
酒
狂
不
如
法
成
算
引
杯
被
エ
相
催
－
候

一
御
殿
様
用
ト
申
、
伽
羅
査
斤
、
但
シ
萱
斤
－
一
付
弐
両
弐
歩
位
、
沈
香
半
斤
、
但
シ
萱
斤
ニ
付
萱
両
弐
歩
位
、
大
黄
七
斤
、
但
シ
査
斤
ニ

付
査
両
ッ
、
、
右
ノ
口
問
買
入
、
内
金
五
両
焼
呑
講
ヨ
リ
為
ニ
差
出
一
、
右
ハ
上
納
物
ニ
差
引
ニ
相
成
候
様
被
ν
申
ν
之
、
右
品
々
当
正
月
九

⑮
 

日
伴
僧
－
一
為
ν
持
被
ニ
差
登
－
候
、
実
ニ
御
殿
ノ
御
用
一
一
御
座
候
哉
、
猶
又
右
金
子
五
両
ハ
如
何
被
ユ
成
下
一
候
哉
、
奉
ニ
何
上
一
候

と
、
内
申
す
る
の
で
あ
る
。
両
者
の
争
い
は
憎
悪
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
直
純
寺
と
重
誓
寺
の
紛
擾
は
仏
飯
講
を
二
分
し
た
。
安
政
三
年
、
仏
飯
講
の
荒
井
直
左
衛
門
ら
六
人
は
左
記
の
歎
願
書
を
本

願
寺
に
提
出
し
て
い
る
。

＠
 

乍
ν
恐
奉
ニ
歎
願
上
一
口
上
覚

一
私
共
儀
、
従
来
内
場
仏
飯
講
々
頭
ノ
人
数
ニ
被
ニ
仰
付
一
在
、
日
向
宮
崎
直
純
寺
殿
取
次
ニ
候
処
、
同
寺
事
先
代
ト
相
替
リ
酒
熔
博
突
公

事
等
邪
行
計
ニ
テ
、
朝
夕
ノ
勤
行
モ
無
v
之
、
御
影
様
迄
入
質
被
ν
致
、
寺
門
悉
及
ニ
廃
壊
一
候
得
ハ
、
立
入
候
門
徒
無
ν
之
、
誠
以
浅
間

敷
事
ニ
候
。
夫
故
年
々
無
心
申
来
、
御
本
山
ヨ
リ
御
使
僧
御
差
向
ノ
節
ハ
、
種
々
故
障
申
立
、
講
内
ノ
悪
者
ヲ
相
カ
タ
ラ
ヒ
御
請
不
ニ

出
来
一
様
被
ν
致
、
同
行
一
同
深
相
歎
申
事
－
一
候
。
其
上
御
本
山
ノ
御
称
号
ヲ
借
リ
、
偽
附
箱
を
講
中
へ
廻
シ
、
或
ハ
嘉
市
・
源
六
・
長



八
・
新
兵
衛
等
悪
者
ヲ
カ
タ
ラ
ヒ
、
御
使
僧
重
誓
寺
へ
無
実
ノ
悪
名
ヲ
及
日
二
マ
一
口
上
九
入
真
一
房
殿
ヲ
種
々
被
ν
致
ニ
迷
惑
二
奉
v
対
ニ
御
本

山
一
奉
ニ
恐
入
一
事
候
。
当
春
重
誓
寺
殿
ヨ
リ
厳
敷
御
掛
合
ニ
相
成
、
始
テ
御
使
僧
御
差
入
－
一
相
成
、
同
行
一
同
難
v
有
奉
ニ
存
上
↓
御
手

伝
方
金
五
百
両
大
御
請
成
上
置
候
処
、
御
使
僧
御
引
取
ノ
後
へ
嘉
市
・
源
六
・
新
兵
衛
・
長
八
申
合
、
以
ニ
廻
文
一
御
皆
済
方
決
テ
御
取

持
不
ν
及
工
中
上
一
旨
触
流
シ
、
自
身
御
堂
修
覆
料
ト
シ
テ
金
品
川
両
申
付
、
門
徒
査
軒
一
一
付
百
五
十
文
ッ
、
出
金
仕
候
事
－
一
候
。
然
ニ
直
純

寺
ノ
触
書
、
且
悪
者
共
種
々
悪
口
ニ
付
、
人
気
両
方
へ
跨
リ
、
御
取
持
不
ν
任
ニ
心
底
一
、
右
ノ
駄
－
一
テ
ハ
、
以
後
御
用
ノ
御
妨
－
一
相
成
、

且
美
敷
御
正
意
ノ
御
法
義
聴
聞
難
ニ
出
来
一
候
得
ハ
、
後
生
ノ
一
大
事
一
一
候
得
ハ
、
誠
以
歎
敷
奉
ニ
存
上
一
候
。
右
ノ
訳
合
ニ
付
如
法
ノ
同

行
丈
申
合
、
当
度
少
々
季
一
献
上
一
候
事
ニ
候
。
然
処
嘉
市
・
源
六
・
長
八
・
新
兵
衛
杯
中
者
申
合
、
直
純
寺
卜
相
計
、
御
講
様
ヘ
ハ
御

拝
礼
モ
不
ニ
出
来
一
様
仕
侯
得
ハ
、
同
意
ノ
同
行
丈
申
合
、
仏
飯
講
ヲ
引
分
、
南
方
仏
飯
講
ト
仕
、
直
純
寺
ノ
取
次
ヲ
離
レ
、
御
本
山
へ

直
上
納
仕
度
、
且
御
新
借
御
手
伝
ノ
儀
モ
五
百
両
ハ
右
ノ
者
共
へ
任
置
、
私
共
ハ
別
ニ
百
両
丈
御
講
仏
様
無
－
一
御
座
」
テ
ハ
、
同
行
中
モ

相
歎
可
ν
申
候
問
、
御
本
尊
様
四
百
代
、
御
開
山
様
御
影
四
百
代
、
信
明
院
様
御
影
四
百
代
、
当
度
以
ニ
思
召
一
御
差
向
奉
一
願
上
一
候
。

尤
明
春
ハ
御
献
上
ノ
節
、
右
三
尊
様
御
冥
加
ハ
御
定
式
通
急
度
上
納
可
v
仕
候
。
御
時
節
柄
奉
ニ
恐
入
－
仕
合
－
一
候
得
共
、
国
柄
ノ
事
ニ

候
得
ハ
、
格
別
ノ
以
ニ
御
慈
悲
一
願
ノ
通
被
ニ
仰
付
一
被
ν
下
候
ハ
、
難
v
有
之
奉
v
存
候
。
以
上

六
月
廿
六
日

仏
飯
講
荒
井
直
左
衛
門
土日蔵

助
四
郎

鉄
袈
裟

荒
井
伝
五
左
衛
門

薩
摩
藩
の
封
建
支
配
と
真
宗
禁
制
政
策



薩
摩
藩
の
封
建
支
配
と
真
宗
禁
制
政
策

新
蔵

島
田
様
御
役
所

こ
う
し
て
、
仏
飯
講
は
直
純
寺
を
支
持
す
る
嘉
市
グ
ル
ー
プ
と
、
直
純
寺
の
手
次
を
拒
否
す
る
荒
井
直
左
衛
門
の
グ
ル
ー
プ
に
分
れ
、

荒
井
直
左
衛
門
の
反
直
純
寺
派
は
南
方
仏
飯
講
を
別
立
し
、

つ
い
に
仏
飯
講
は
二
分
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
隣
講
の
焼
香
講
（
義

助
・
重
助
）
、
歓
喜
講
（
盛
右
衛
門
・
新
助
）
・
御
畑
草
講
（
新
八
）
ら
も
連
名
し
て
、
本
願
寺
に
「
仏
飯
講
ヨ
リ
言
上
ノ
次
第
相
異
無
ν

之
、
願
ノ
通
出
格
ノ
思
召
ヲ
以
、
御
免
被
ニ
成
下
一
候
ハ
、
、
同
講
ハ
勿
論
、
隣
講
ノ
私
共
、
爾
今
迷
惑
ノ
筋
モ
多
ク
有
ν
之
候
処
、
美
敷

⑧
 

御
法
義
相
続
出
来
可
申
侯
通
、
御
聞
済
ノ
通
奉
二
願
上
一
候
」
と
、
南
方
仏
飯
講
の
別
立
を
認
可
す
る
よ
う
に
歎
願
し
て
お
り
、
仏
飯
講
の

註
争
は
隣
接
の
講
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

＠
 

ち
な
み
に
内
場
焼
香
講
に
お
い
て
も
深
刻
な
内
証
が
あ
っ
た
。
そ
の
経
緯
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

此
度
ノ
始
末
内
場
焼
香
講
・
内
場
畑
草
講
・
内
場
仏
飯
講
右
三
講
ハ
直
純
寺
先
々
代
ヨ
リ
帰
依
ノ
上
、
御
殿
向
万
事
取
次
代
上
納
ノ
内
、

半
丈
乎
或
三
乎
一
乎
同
寺
へ
寺
納
仕
来
、
其
外
正
月
・
盆
・
両
度
彼
岸
・
報
恩
講
杯
度
、
寺
納
多
分
ノ
事
ニ
御
座
候
。
然
処
七
・
八
ケ

年
前
焼
香
講
ヨ
リ
献
上
上
京
ノ
節
、
講
頭
津
右
衛
門
其
瑚
ハ
忠
朗
ト
申
者
居
候
。
同
寺
ニ
テ
凡
三
百
両
計
金
子
逢
ニ
盗
難
一
、
其
筋
不
正

ニ
付
、
津
右
衛
門
ヲ
講
内
ヨ
リ
追
出
候
。
然
ニ
五
十
寺
計
ノ
内
五
寺
丈
津
右
衛
門
ニ
組
シ
、
別
ニ
相
成
在
、
然
処
出
役
度
当
時
議
頭
ヲ

（都）

退
テ
如
v
本
自
分
講
頭
取
立
呉
様
願
出
候
得
共
、
只
今
迄
同
人
議
頭
中
御
取
持
薄
、
且
出
役
ヲ
相
コ
パ
ミ
不
津
合
ノ
人
故
不
ニ
取
上
九

依
ν
之
以
ν
計
御
議
仏
井
講
中
ノ
宝
物
悉
奪
取
、
議
中
ヲ
横
領
可
ν
仕
企
候
故
、
講
内
大
－
一
混
雑
イ
タ
シ
、
昨
年
一
一
一
月
頃
致
ニ
上
京
一
以
ニ
書

付
一
当
時
議
頭
井
出
役
ノ
拙
寺
迄
ノ
事
様
々
ニ
御
殿
へ
申
立
候
得
共
御
取
上
無
ν
之
、
依
ν
之
東
本
山
へ
出
入
願
立
候
得
共
、
東
派
ニ
ハ

不
二
取
合
一
由
、
昨
年
惣
代
上
京
焼
香
講
儀
助
ヨ
リ
承
リ
偽

嘉
永
二
・
三
年
の
頃
、
焼
香
講
講
頭
津
右
衛
門
が
上
納
金
三
百
余
両
を
直
純
寺
で
盗
難
に
あ
い
、
そ
の
嫌
疑
が
直
純
寺
と
津
右
衛
門
に



か
か
り
、
津
右
衛
門
は
講
を
追
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、
宮
崎
近
在
の
本
願
寺
末
寺
約
五
十
寺
の
う
ち
五
ケ
寺
が
津
右
衛
門
に
組

し
対
立
し
た
。
津
右
衛
門
は
再
び
講
頭
に
復
帰
す
べ
く
画
策
し
た
が
拒
絶
さ
れ
た
。
そ
こ
で
淳
右
衛
門
が
講
の
法
宝
物
を
奪
い
取
り
、
議

の
横
領
を
謀
計
し
た
の
で
講
中
は
混
乱
し
た
。
さ
ら
に
津
右
衛
門
は
安
政
三
年
（
一
八
五
六
〉
コ
一
月
頃
、
上
山
し
て
当
時
の
出
役
寺
や
講

頭
の
悪
口
を
陳
述
し
た
が
無
視
さ
れ
た
。
こ
の
期
に
及
び
真
純
寺
と
津
右
衛
門
は
東
派
へ
の
転
派
を
企
て
た
が
、
東
本
願
寺
は
こ
れ
を
受

け
つ
け
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
内
一
証
で
犠
牲
者
が
で
た
。

昨
春
津
右
衛
門
江
被
ニ
奪
取
一
候
御
宝
物
為
ν
願
、
喜
左
衛
門
始
十
萱
入
金
子
彼
是
三
百
両
相
調
上
京
仕
候
処
、
筑
前
松
崎
ニ
テ
両
人
被
ν

捕
、
壷
人
ハ
切
復
、
其
内
壷
人
ハ
直
ノ
口
御
本
山
逃
込
居
候
事
御
座
候
。
全
直
純
寺
、
津
右
衛
門
申
合
、
嘉
左
衛
門
同
行
ノ
内
向
方
ノ

者
入
ヲ
置
、
役
人
共
ト
馴
合
、
金
子
ヲ
始
書
類
前
以
取
受
置
、
後
捕
方
仕
候
趣
、
国
境
小
野
番
所
ノ
者
共
ヨ
リ
内
々
申
来
候
。
猶
追
々

＠
 

上
京
講
中
ヨ
リ
右
ノ
次
第
申
出
候

法
宝
物
の
一
丹
下
付
を
受
け
る
た
め
に
上
山
を
企
て
た
焼
香
講
の
講
員
二
人
が
筑
前
松
崎
に
お
い
て
捕
縛
さ
れ
、

一
人
が
切
復
し
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
事
件
の
背
後
に
は
直
純
寺
と
津
右
衛
門
の
謀
計
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
と
こ
こ
に
い
た
っ
て
は
ま
さ
に

闘
静
堅
固
の
社
会
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お

わ

り

に

か
く
し
て
、
薩
摩
の
門
徒
は
厳
し
い
弾
圧
の
も
と
に
多
く
の
犠
牲
者
を
だ
し
な
が
ら
も
講
を
結
成
し
て
、
本
願
寺
と
連
絡
を
密
に
し
て

信
仰
を
保
持
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
政
治
権
力
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
抵
抗
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
薩
摩
藩
の
真
宗
禁
制
政

策
は
徒
労
の
政
策
で
あ
っ
た
と
も
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
上
述
の
如
く
講
の
内
実
を
み
る
と
き
、
講
頭
の
職
を
め
ぐ
り
争
い
、
あ
る
い
は
本
願
寺
使
僧
と
隣
国
末
寺
と
は
手
次

護
摩
藩
の
封
建
支
配
と
真
家
禁
制
政
策



薩
摩
藩
の
封
建
支
配
と
真
宗
禁
制
政
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四

権
を
め
ぐ
り
陰
険
な
一
証
争
が
く
り
か
え
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
ら
は
目
前
の
利
害
を
追
い
闘
争
し
、
こ
の
よ
う
な
陰
湿

な
社
会
を
生
み
出
す
原
因
と
な
っ
た
真
宗
禁
制
政
策
に
批
判
の
目
を
向
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
一
見
徒
労
の
政
策

で
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
真
宗
禁
制
政
策
は
、
そ
の
効
果
が
為
政
者
の
意
識
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
ベ
っ
と
し
て
結
果
的
に
門
徒
の
連
帯

を
阻
止
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
外
城
制
度
・
門
割
制
度
に
も
同
様
な
こ
と
が
指
摘
出
来
よ
う
。

外
城
制
度
は
、
諸
藩
に
く
ら
べ
て
異
常
に
多
い
士
族
人
口
を
擁
し
た
（
た
と
え
ば
明
治
初
年
、
薩
摩
の
士
族
は
全
人
口
の
二
六
・
三
八

⑧
 

Mmを
し
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
全
国
的
に
は
士
族
は
五
・
七
Mm
で
あ
る
）
薩
摩
藩
が
士
族
を
鹿
児
島
城
下
に
集
中
し
て
居
住
さ
せ
る

こ
と
な
く
各
郷
（
外
城
）
に
配
置
し
、
給
地
を
自
作
さ
せ
、
各
外
城
主
の
下
に
掌
握
し
た
屯
田
制
的
行
政
組
織
で
あ
る
。
外
城
の
数
は
時

⑧
 

代
に
よ
り
若
干
異
な
る
が
延
享
元
年
（
一
七
四
四
）
に
は
百
十
三
の
外
城
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
各
外
城
に
は
地
頭
館
（
仮
屋
）
が
あ
り
、

こ
れ
を
中
心
と
し
て
麓
と
よ
ば
れ
る
郷
土
の
居
住
地
が
あ
っ
た
。
ま
た
下
級
土
族
は
在
（
村
）
に
百
姓
と
共
に
生
活
し
村
方
郷
土
と
よ
ば

れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
薩
摩
藩
の
村
落
構
造
は
士
族
と
百
姓
・
町
人
・
漁
民
が
各
郷
で
生
活
の
場
を
共
に
す
る
と
い
っ
た
特
異
な
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
村
の
形
態
は
瞥
見
す
れ
ば
下
級
士
族
と
百
姓
が
授
を
一
に
し
た
抵
抗
が
惹
起
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ

ト
」
町
九
ノ
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
連
帯
は
身
分
の
差
別
意
識
か
ら
遂
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
逆
に
郷
土
と
百
姓
と
は
牽
制
し
あ
い
封
建
体
制

を
補
完
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

ほ
う
ぎ
り

門
割
制
度
は
一
村
を
数
方
限
（
組
又
は
部
落
に
あ
た
る
）
に
分
け
、
方
限
を
ま
た
い
く
つ
か
の
門
と
い
う
百
姓
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
、

百
姓
の
作
職
地
を
門
単
位
で
班
給
し
、
門
の
連
帯
責
任
に
よ
っ
て
貢
組
す
る
と
い
う
土
地
制
度
で
あ
る
。
一
門
は
普
通
四
、
五
家
部
（
戸
）

で
構
成
さ
れ
、
作
高
は
二

O
石
か
ら
四

O
石
で
あ
っ
た
。
門
地
は
各
門
の
用
夫
（
十
五
才
J
六
十
才
の
壮
丁
）
と
家
族
数
に
応
じ
て
配
分

し
、
ま
た
原
則
と
し
て
検
地
の
際
に
交
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
門
割
す
な
わ
ち
各
門
の
名
子
に
作
職
地
の
配
分
を
行
う



の一

の
は
門
の
代
表
者
で
あ
る
名
顕
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
見
、
門
の
自
主
性
を
認
め
た
制
度
と
も
お
も
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
作
験
地

の
配
分
権
を
も
っ
名
頭
と
名
子
の
聞
に
不
信
感
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

た
と
え
ば
享
保
（
一
七
二
ハ
l
〉
の
内
検
中
に
は

依
v
所
名
頭
計
円
高
請
取
、
名
子
之
者
江
は
一
向
作
職
地
不
相
渡
所
茂
有
v
之
、
此
節
之
儀
は
用
夫
姐
リ
ニ
作
高
銘
々
被
ニ
仰
付
一
候
、
名

頭
之
儀
者
依
ν
所
手
隙
を
費
之
儀
有
ν
之
候
付
、
名
子

2
は
用
夫
士
宮
人
前
之
当
高
五
部
一
程
度
相
重
配
分
高
被
ニ
仰
付
一
候
、
名
頭
重
作
職

⑧
 

望
無
ν
之
所
は
平
等
三
角
割
を
以
相
渡
候
、
用
夫
迦
幼
少
老
人
ニ
茂
名
頭
筋
ニ
而
候
は
諸
名
頭
並
可
ユ
申
付
一
候

と
達
し
て
い
る
。
従
来
は
名
頭
ば
か
り
門
高
を
受
け
と
り
、
名
子
に
作
職
地
を
渡
さ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
用
夫
の
人
数
に
応
じ

て
作
職
地
を
配
分
す
る
こ
と
、
名
頭
は
場
所
に
よ
っ
て
は
手
隙
が
か
か
る
の
で
名
子
一
人
分
の
配
当
高
の
五
分
の
一
を
多
く
受
け
と
る
こ

と
を
認
め
る
ー
と
し
て
、
名
頭
の
円
高
の
独
占
を
禁
止
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
職
種
（
役
得
）
を
再
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
布
達
が
な
さ
れ
た
の
は
名
頭
と
名
子
の
聞
に
乾
聴
が
あ
っ
た
が
た
め
で
あ
ろ
う
。

ま
た
耕
作
地
の
配
分
に
あ
っ
て
は
土
地
の
品
質
を
め
ぐ
っ
て
名
子
相
互
間
に
も
不
満
が
生
じ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
相
像
に
難
く
な
い
。

む
し
ろ
耕
作
地
の
配
分
が
上
意
下
達
で
あ
れ
ば
名
子
も
納
得
せ
ざ
る
お
え
な
い
。
あ
る
い
は
そ
れ
が
不
満
で
あ
れ
ば
不
満
は
上
意
に
向
け

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
直
接
、
耕
作
地
の
配
分
に
当
る
の
が
、
同
じ
耕
作
者
仲
間
で
あ
る
名
頭
で
あ
っ
た
が
放
に
、
不
満
は
上
意

に
向
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
門
内
部
の
問
題
に
す
り
か
え
ら
れ
て
不
信
感
に
満
ち
た
共
同
体
が
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
、
薩
摩
藩
独
自
の
制
度
で
あ
る
真
宗
禁
制
・
外
城
制
度
・
門
割
制
度
は
民
衆
に
精
疑
心
を
う
え
つ
け
、
疑
心
暗
鬼
の
社
会
を

醸
成
し
、
近
世
薩
摩
藩
の
封
建
支
配
体
制
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
し
、
そ
の
維
持
に
有
効
に
機
能
し
た
の
で
あ
っ
た
。

②①註

『
日
新
菩
薩
記
』
（
『
島
津
氏
史
料
集
』
第
二
期
戦
国
史
料
叢
書
6
）

『
島
津
国
史
』
、
『
一
向
宗
御
禁
制
由
来
』
（
鹿
児
島
県
史
料
集
W
）

④③  

『
島
津
家
文
書
』
（
『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
十
六
〉

日
州
山
之
口
地
頭
所
旧
記
肥
泣
計
（
小
野
寺
鉄
之
助
『
近
世
御
仕

置
集
成
』
）

薩
摩
藩
の
封
建
支
配
と
真
宗
禁
制
政
策

一五



薩
摩
藩
の
封
建
支
配
と
真
宗
禁
制
政
策

『
一
向
宗
御
禁
制
由
来
』

「
薩
藩
例
規
雑
集
」
（
宮
崎
円
遵
「
カ
ヤ
カ
ベ
教
の
系
譜
」
、
『
カ
ヤ

カ
ベ
ー
か
く
れ
念
仏
｜
』
所
収
）

原
口
虎
雄
『
鹿
児
島
県
の
歴
史
』

初
期
真
宗
禁
制
政
策
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
薩
摩
藩
の
初
期
真
宗

禁
制
政
策
」
（
『
仏
教
の
歴
史
と
文
化
』
所
収
〉
で
詳
述
し
た
が
、

こ
こ
で
は
文
脈
上
再
び
略
述
し
た
。

福
間
光
超
「
禁
教
下
の
薩
摩
門
徒
」
（
『
カ
ヤ
カ
ベ
ー
か
く
れ
念

仏
l
b

⑩
、
⑪
、
⑫
、
⑬
『
薩
摩
閏
諸
記
』
（
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』

第
十
八
巻
）

『
一
向
宗
御
禁
制
由
来
』

『
近
世
御
仕
置
集
成
』
。
な
お
仏
飯
講
の
組
織
に
つ
い
て
は
千
葉
乗

降
「
真
宗
の
道
場
と
道
場
主
｜
と
く
に
薩
摩
地
方
の
講
道
場
に
つ

い
て
！
」
（
『
寵
谷
大
学
論
集
』
第
三
九
一
号
）
に
お
い
て
論
究
さ

⑥⑤  ③⑦  ⑨ ⑮⑭  

一
六

れ
て
い
る
。

⑬
、
⑫
『
薩
摩
国
諸
記
』

⑬
、
⑬
、
⑧
、
＠
「
安
政
コ
一
丙
辰
年
窺
書
控
」
（
『
日
本
庶
民
生
活
史

料
集
成
』
第
十
八
巻
）

⑫
日
向
大
隅
内
場
焼
呑
講
も
現
在
本
願
寺
直
属
の
講
と
し
て
活
動
し

て
い
る
大
講
で
あ
り
、
本
願
寺
の
「
鹿
児
島
地
区
講
社
台
帳
」
に

は
、
講
員
居
住
範
囲
宮
崎
県
（
日
向
市
・
小
林
市
・
飯
野
町
・
加

久
藤
町
）
、
鹿
児
島
県
（
大
隅
町
・
栗
野
町
・
加
治
木
町
・
姶
良

町
〉
、
講
員
数
五
五

O
O人
と
あ
る
。

⑧
⑫
「
安
政
三
丙
辰
年
窺
書
控
」

⑧
原
口
虎
雄
『
鹿
児
島
県
の
歴
史
』

⑧
「
薩
藩
政
要
録
」

③
原
口
虎
雄
『
鹿
児
島
県
の
歴
史
』

⑮
「
享
保
支
配
全
書
」


